
○枚方市議会における災害発生時対応要領 

 

 枚方市議会における災害発生時対応要領（平成25年３月27日制定）の全部を

改正する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、枚方市において地震等の災害が発生したときに、枚方市

議会が枚方市災害対策本部（以下「対策本部」という。）と連携し、災害対

策活動を支援するとともに、議員自らが迅速かつ適切な対応を図るため、必

要な事項を定めるものとする。 

 

 （災害の定義） 

第２条 前条でいう「災害」とは、対策本部の設置に該当する災害をいう。 

 

 （連絡会議の設置） 

第３条 枚方市議会議長（以下「議長」という。）は、地震等の災害により対

策本部が設置された場合において、これに協力するため必要と認めるときは、

枚方市議会内に枚方市議会災害対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）

を設置することができる。 

２ 連絡会議は、枚方市庁舎内「枚方市議会事務局」に設置する。ただし、市

庁舎が使用できないときは、対策本部と協議し、議長が別に定める。 

３ 議長または副議長は、会派代表者及び対策本部に対し、連絡会議の設置を

報告する。 

 

 （連絡会議の構成） 

第４条 連絡会議は、議長、副議長、会派代表者をもって構成する。 

２ 議長は、連絡会議を代表し、その事務を総括する。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 正副議長ともに事故があるときは、会派代表者の中から議長の職務を代理

する者を決定する。 

５ 会派代表者は、議長の命を受け連絡会議の事務に従事する。 

６ 会派代表者に事故があるときは、その会派に所属する議員の中から代理者

を選任し、連絡会議の事務に従事させることができる。 

 

 （連絡会議の任務） 

第５条 連絡会議は、次に掲げる事務を行うものとする。 

 ⑴ 議員の安否の確認を行うこと。 

 ⑵ 対策本部から災害情報を収集し、各議員に情報提供を行うこと。 



 ⑶ 各議員からの災害情報を収集・整理し、対策本部に提供すること。 

 ⑷ その他議長が必要と認める事項に関すること。 

 

 （議員の対応） 

第６条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 自らの安否及び居所又は連絡場所を連絡会議に報告し、連絡体制を確立

すること。 

 ⑵ 連絡会議より情報の提供を受けること。 

 ⑶ 各地域における被災及び避難所等の状況について、必要に応じて連絡会

議へ報告すること。 

 ⑷ 各地域において、被災者に対する相談及び助言等を行うこと。  

 

 （市議会事務局の対応） 

第７条 市議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 事務局長は、対策本部の会議等において得た情報を、連絡会議へ提供す

る。 

 ⑵ 事務局職員は、連絡会議の業務に従事する。 

 

 （参集及び活動時の服装） 

第８条 各議員は、連絡会議への参集又は地域での活動時において、原則とし

て安全帽（ヘルメット）又は帽子、「枚方市議会」と明記された服装等を着

用する。また、感染症の発生、まん延時の活動については、マスクの着用と

定期的な体温測定を行うこと。 

 

 （記録） 

第９条 連絡会議は、可能な限り記録を作成する。 

 

 （その他） 

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるもの

とする。 

 

   附 則〔平成27年２月26日制定〕 

 この要領は、平成27年３月１日から施行する。 

   附 則〔令和４年３月２日改定〕 

 この要領は、令和４年３月２日から施行する。 
 



【災害発生時対応要領に基づく行動マニュアル】 

 

区 分 処 理 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市議会事務局長は、枚方市災害対策本部員として、当該本部

の設置状況を議長及び副議長に連絡するとともに、事務局職

員へ登庁の指示を行う。 

 

 

○議長は、連絡会議の設置を決定する。 

○事務局職員は、会派代表者に対し、連絡会議への参集の連絡

を行う。 

 

 

○連絡会議は、各議員の安否、居所等の確認を行う。 

○議員は、連絡会議から安否確認の連絡がない場合には、連絡

会議へ自らの安否、居所等を報告する。 

○連絡会議は、各議員の安否等の情報について記録を行う。（別

紙①：安否状況等確認表） 

 

 

○市議会事務局長及び事務局職員は、枚方市災害対策本部から

情報を収集し、連絡会議へ報告するとともに、その情報を議

長の指示のもと各議員に提供する。 

○議員は、各地域における被災状況、避難所の状況等につい

て、必要に応じて連絡会議への報告を行う。 

○事務局職員は、各議員から報告を受けた被災状況等について

記録を行う。（別紙②：被災状況記録表） 

○議長は、連絡会議で各議員から集められた情報を整理し、枚

方市災害対策本部へ情報の提供を行う。 

 

 

○議長は、枚方市災害対策本部の災害支援状況等から判断し、

連絡会議を解散する。 

※表中の「連絡会議」とは、枚方市議会災害対策連絡会議を指す。  
 

 

枚方市議会災害

対策連絡会議の

設置 

安否確認・連絡

体制の確立 

 

災害発生 

情報の収集・提供 

解  散 



別紙① 

 

安否状況等確認表 

 

枚方市議会災害対策連絡会議    

議 員 名 
 

記 録 者 
 

連絡日時 年   月   日         時   分 

安否確認 

確 認       （場 所） 

確認できず  

登庁確認 

登庁可能      （登庁予定時刻）     時    分 

登庁不可  

備  考 

 

 



別紙② 

 

被災状況記録表 

枚方市議会災害対策連絡会議      

報告議員名 
 

記 録 者 
 

報 告 日 時 年   月   日         時   分 

被災等場所 

 

報 告 内 容 

対策本部への連絡事項 

 

 

 

 

 

（ 本部への連絡：未・済 ） 

備  考 

 

 



【災害発生時対応要領に基づく対応フロー】 

 

 

 

 

 

 
 枚方市災害対策本部 

（市議会事務局長が本部員として従事） 

○議員の安否確認を行う。 

 

○災害対策本部から情報を収

集し、議員に提供する。 

 

○議員から災害情報を収集

し、整理の上、対策本部

に提供する。 

 

○その他議長が必要と認める

事項を行う。 

枚 方 市 議 会 
災 害 対 策 連 絡 会 議 

（議長・副議長・会派代表者） 

市 議 会 議 員 

災 害 発 生 

設 置 災害対策本部が設置された場合に議長が設置 

○自らの安否、居所等を連絡

会議に報告し、連絡体制を

確立する。 

 

○連絡会議から情報の提供を

受ける。 

 

○地域の被災状況等につい

て、必要に応じて連絡会議

に報告する。 

 

○地域において被災者に対す

る相談、助言等を行う。 

（設置基準） 

① 市域で震度５弱以上を観
測したとき（自動） 

② 小規模な災害が発生し、

又はそのおそれがあり、

その対策を要すると認め

られるとき（指示） 

③ 台風が近畿地方を直撃

し、本市に大きな影響を

及ぼすことがほぼ確実と
なったとき（指示） 

④ 河川の決壊のおそれがあ

るとき（指示） 
⑤ 避難勧告又は避難指示を

行うような災害が発生し
たとき、又はそのおそれ

があるとき（指示） など 

情報提供 情報提供 

情報提供 報 告 


